
 
 入札参加者の皆様へ  

平成２９年７月１４日 

宇都宮市理財部契約課 

 

 

実績評価方式の評価項目等の取扱いについて 

 

実績評価方式の評価項目については，下記のとおり取り扱うことといたします。 

 

記 

 

１ 解体工事の案件における評価項目「技術職員数」について（別紙参照） 

技術評価算定資料一覧表に記載する技術職員数は，「経営規模等評価結

果通知書・総合評定値通知書」の工種毎の「技術職員数」を記載すること

になっていますが，解体工事の案件の場合，別紙のとおり取り扱うことと

します。  
 
 ２ 評価項目の添付資料の対象期間等の取扱いについて 

・ 次の評価項目については，「評価項目算定資料提出日」現在有効なも

のとしておりますが，「評価項目算定資料提出日」については「開札日」

とみなしてください。  
※ 今後，市ホームページに公表する「算定基準」については，上記のよ

うに修正し，掲載させていただきます。  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・建設業労働災害防止協会への加入 

・継続教育学習制度への取組み状況 

・ISO 又は事業所版環境 ISO の取得状況 

・重機保有状況 

・技術職員数 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ただし，上記の取扱いについては，経過措置対象期間（平成３１年５月３１

日まで）において適用するものとします。 

 

 

 

 

別紙 

平成 28 年 5 月 31 日以前に「とび・土工工事業」の許可を受けている場合

①「とび・土工・コンクリート」欄の「技術職員数」を技術評価算定資料一覧

表に記載してください。 

① 

② 
③ 

②今回は「解体」は対象となりません。 

平成 28 年 6 月 1 日以降に「とび・土工工事業」の許可を受けている場合 

③「とび・土工・コンクリート・解体（経過措置）」欄の「技術職員数」を技術

評価算定資料一覧表に記載してください。 


